


設計図書の閲覧

公告等に対する質問

上記３の質問に対する回答（質問書の提出を受けた場合は、下記のとおり回答するとともに、電子入札システムにより閲覧に供する。）

技術資料及び競争参加資格証明資料（以下「技術資料等」という。）の提出

入札に参加する者は、下記のとおり技術資料等を提出すること。なお、作成方法は第6による。

入札書の提出

入札金額内訳書の提出(入札書に添付すること)

開札

第５　最低制限価格又は低入札調査基準価格

(2) 提出方法等

　電子入札システムによる。

　なお、紙入札(承認を受けたものに限る)による場合は封書にし、 平成28年6月28日 17時00分 までに、

大分県東部振興局日出水利耕地事務所　総務班へ厳封のうえ、提出すること。

平成28年6月29日 10時00分

(2) 場所 大分県東部振興局日出水利耕地事務所

(3) 立会 開札の立会は、大分県電子入札立会要領による。

第４　入札金額内訳書の作成等

区　　　　　　　　分 適用

1 入札書の提出時に併せて、入札金額内訳書を提出すること。（提出方法は、第3の7による。）

2

低入札価格調査基準価格
(失格基準有り)

1

3

○

提出するファイルはＰＤＦ形式で保存されたものに限る。

4

作成方法、審査基準等は、入札金額内訳書取扱要領によること。
なお、「入札金額内訳書の作成上の留意事項」を参考とすること。

2

8

(1) 予定日時

当該工事の請負者は、工事完成後、入札時に提出した入札金額内訳書と精算額が対照出来る工事費内訳書を、契約担当者に提出すること。

備　　　　　　　　　考

最低制限価格

　 本案件は、下記表のうち、○印を付した制度を適用する。

3

自 平成28年6月8日

至 平成28年6月28日
閲覧期間

(1)の回答をした日

17時00分

　入札回数は、原則として１回とする。

(2)

至

(3)

(2)

(2) 提出方法等

7

　電子入札システムによる。

大分県東部振興局日出水利耕地事務所　総務班へ厳封のうえ、提出すること。

　なお、紙入札(承認を受けたものに限る)による場合は封書にし、

（提出期間は、(1)に同じ。※開庁日の開庁時間内に限る。）

6

(1) 提出期間

(1) 提出期間
自 平成28年6月24日 9時00分

至 平成28年6月28日

提出方法等

自 平成28年6月9日

至 平成28年6月22日

17時00分

質問者への回答

自 平成28年6月24日 9時00分

至 平成28年6月28日 17時00分

(2)

平成28年6月23日

住所：

電話：

速見郡日出町字仁王山３５３１－２４（日出総合庁舎2階）

０９７７－７２－２０１８

9時00分
※左のうち、開庁日の開庁時間内に限る。

17時00分

17時00分

大分県共同利用型電子入札システム（https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/CALS/Accepter/index.jsp）による。

平成28年6月28日

大分県共同利用型電子入札システム（https://www.t-elbs.pref.oita.lg.jp/CALS/Accepter/index.jsp）による。

質問書の提出を受けた日の翌日から起算して４日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の休日を除く)

(2)

9時00分
※左のうち、開庁日の開庁時間内に限る。

17時00分

閲覧期間

閲覧場所

平成28年6月28日 17時00分 までに、

自

公告等に質問がある場合は、(1)の期間内に(2)の部署へ書面を持参又は郵送（書留郵便に限る。）のいずれかの方法で提出す
ること。（任意様式）ただし、電送による提出は受け付けない。

(1) 受付期間

　電子入札システムによる。

　なお、電子入札システム以外の方法(媒体提出届を提出したものに限る)による場合は封書にし、

大分県東部振興局日出水利耕地事務所　総務班へ厳封のうえ、提出すること。

※左のうち、開庁日の開庁時間内に限る。

(3) 方法等

閲覧場所

(1)

第３　入札手続等

1

2

大分県東部振興局日出水利耕地事務所　総務班
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(1) 提出期間
自 平成28年6月8日 9時00分

至

提出先

4

(1)

大分県東部振興局日出水利耕地事務所　総務班

担当部局







第10　その他の事項

（１）入札の無効の取扱い
   　公告に示した競争参加資格のない者のした入札、技術資料等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札開始前の
　注意事項並びに入札に関する条件に違反した入札は無効 とし､ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には
　落札決定を取り消す。
（２）談合情報の取扱い
   ①総合評価における談合の認定基準
 　 　談合情報の落札予定者の入札価格が最低価格入札者の入札価格(調査基準価格未満を除く。)と一致している場
　 合は、事情聴取等の調査を実施する。ただし、最終的な入札結果の落札者と談合情報の落札予定者が一致しない
   場合 は談合とは認定しない。
   ②談合があったと認定した場合の対応
　　　公正入札調査委員会が談合があったと認定した場合は、大分県契約事務規則第２７条第２号を適用し､当該入札を
　 無効とし、一般競争入札の場合にあっては、当該入札参加者を排除する旨の要件を加えた上で再度、入札公告を行
　う。

（１）入札保証金　　免除
（２）契約保証金　　納付
 　　ただし、利付国債の提出又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ
　る。
　　 また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免
除する。

（１）入札参加者のうち希望する者は、開札に立ち会うことができる。
（２）詳細は「大分県電子入札立会要領」による。

（１）競争参加資格の確認は、開札し、評価値が決定した後に行うものとする。
（２）開札後は、落札者の決定を保留する。
（３）評価値決定後、入札参加者から提出された競争参加資格証明資料を予定価格の制限の範囲内をもって申込みを
　 した者のうち、最高評価値者について審査し、最高評価値者が競争参加資格を満たしていると確認した場合には、最
　 高評価値者を落札者とし、競争参加資格を満たしていないと確認した場合には、予定価格の制限の範囲内をもって申
   し込みをした他の者のうち、最高の評価値の者（以下「次順位者」という。）の競争参加資格を確認した上で、次順位者
   を落札者とする（なお、次順位者が競争参加資格を満たしていない場合は、順に同様の手続を行う。）。
（４）評価値の最も高い者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
（５）（３）により競争参加資格を満たしていない者が行った入札については、無効とし、その結果を通知する。
（６）落札者の決定は、原則として開札日の翌日から起算して５日（土曜日、日曜日及び祝日等の休日を含まない。）以内
　 に行うものとする。ただし、評価値の最も高い者が競争参加資格を満たしていない場合又は低入札価格調査を実施
　 する場合は、この限りでない。
（７）（３）により落札者が決定した場合は、直ちに、入札参加者に対し通知を行うとともに、当該入札結果を公表する。
（８）落札者とならなかった者は、落札者の公表を行った日の翌日から起算して５日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の
　休日を含まない。)に、契約担当者に対して、落札者とならなかった理由の説明を求めることができる。
　　 なお、手続は第９を準用する。

　入札の無効等

　　　　－

（１）資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止要領に基づく指名停止を行うことがある。

　落札候補者の行った入札を無効にするものとする。なお、イの要件のうち、第２の２に定める配置予定技術者に係る要件

　を満たさなくなった場合は、別添「技術資料等作成における注意事項」3の(7)により取り扱うものとする。

　　ア　指名停止要領に基づく指名停止措置を受けたとき（要領に基づく指名停止措置要件に該当するに至った場合を

3

1

　　　含む）。　

　　イ　入札公告に掲げる競争参加資格の要件を満たさなくなったとき。

（３）契約担当者は、落札決定後、契約締結までの間に落札者が（２）のア又はイのいずれかに該当した場合は、落札決定

　事後審査及び落札者の決定
方法

　再苦情申立て

　入札保証金及び契約保証金

　ものとする。

　に該当した場合は、契約担当者に速やかに申し出ること。

4

　第９の２の通知を受理した者であって、回答書による説明に不服がある者は、契約担当者を 経由し、知事に対して再苦
情の申立てを 行うことができる。

　の取消しを行うものとする。

（5）最低価格入札者、落札候補者、落札者及び契約者（以下｢落札者等｣という。）は、入札後に（２）のア又はイのいずれか

　　　　　　　　　　　　　　　－

　した他の者のうち評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

（7）落札者等には、共同企業体の各構成員も含まれる。

　開札の立会い

（4）契約担当者は、契約締結後において、契約者が（２）又は（３）に該当していた場合は、契約の解除を行うことができる

－

5

2

　契約担当者は損害賠償の責を一切負わないものとする。

（6）大分県契約事務規則第２２条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者

　のうち､評価値の最も高い者を落札者とする｡ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約

　の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の

　秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札

　その他

（２）契約担当者は、入札後、落札決定をするまでの間に落札候補者が次のア又はイのいずれかに該当した場合は、当該

　　また、（２）、（３）及び（４）による入札の無効又は落札決定の取消し若しくは契約の解除等に伴う損害賠償について、
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